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法
的
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
た
と
き
に
は

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

「
法
テ
ラ
ス
」へ

　

法
的
な
困
り
ご
と
は
、「
法
テ
ラ
ス
」に
お

電
話
く
だ
さ
い
。解
決
に
役
立
つ
情
報
の
提

供
や
法
律
相
談
の
窓
口
を
紹
介
し
ま
す
。

　

資
力
の
乏
し
い
方
に
対
し
て
は
、
無
料

で
法
律
相
談
を
行
い
、
裁
判
、
調
停
、
交
渉

の
代
理
人
と
し
て
弁
護
士
・
司
法
書
士
を

依
頼
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査

の
上
、
弁
護
士
な
ど
を
紹
介
し
、
そ
の
費
用

を
立
て
替
え
ま
す
。
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司
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●
主
な
相
談
内
容　

不
動
産（
相
続
、売
買
、

　

贈
与
、財
産
分
与
）、会
社（
設
立
、役
員
変

　

更
）、
裁
判
所
手
続
き（
少
額
訴
訟
、
自
己

　

破
産
）、
成
年
後
見（
財
産
管
理
、
任
意
後

　

見
契
約
）、供
託
な
ど

●
相
談
料　

無
料

●
相
談
方
法

　

面
談
に
よ
る
相
談（
要
予
約
）お
よ
び
電

　

話
に
よ
る
相
談（
予
約
不
要
）

  【
面
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に
よ
る
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約
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栃
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司
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宇
都
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１
‐
４
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那
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原
会
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毎
月
第
３
土
曜
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午
前
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３
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○
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公
民
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那
須
塩
原
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○
予
約
方
法　

相
談
会
開
催
日
の
２
日
前

　
（
木
曜
日
）ま
で
に
電
話
で
予
約
。
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付
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司
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無
料
法
律
相
談

土
・
日
・
祝
日
・
夜
間
の
漏
水
、

水
道
工
事
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、

「
大
田
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◆ゆずってほしい

◆ゆずりたい ※有料希望は受け付けません

不用品登録状況（９月15日）

●お母さん・お子さん向け
　ベビーベッド、机、野崎幼稚園制服
●家具・インテリア・電化製品・楽器
　スチールベッド、エレクトーン、サイドボード、
　シングルベッド、クロスバイク
●その他
　毛布

●お母さん・お子さん向け
　抱っこひも、チャイルドシート、ベビーカー、
　ジュニアベッド
●家具・インテリア・電化製品・楽器
　ミシン、地デジ対応テレビ、２ドア冷蔵庫、自転車、
　炊飯ジャー、マッサージチェア、アップライトピアノ
　ＣＤラジカセ、ノートパソコン、足踏みミシン
●その他
　犬用介護カート、人台、佐久山の郷土史（愛郷炉談）

◆ゆずりたい
○不用品は修繕などが不要で再利用できるもの。
○展示できる大きさはおおむね、幅および奥行きが
　それぞれ 60 ㎝未満、高さ 2m未満としますが、詳
　細はお問い合わせください。

※搬入は各自でお願いします。
○展示できない大きなものや、持ち込みが出来ない
　方は電話で登録をしてください。
◆ゆずってほしい
○展示してあるものはその場で引き取りが出来ます。
○ゆずってほしい物を直接または電話でご登録ください。
●注意事項
○登録情報が一致した場合は、ゆずりたい方の電話
　番号のみをゆずってほしい方にお教えしますの
　で、そのあとは当人同士で交渉を行ってください。
○交渉の成立、不成立にかかわらず、結果を報告して
　ください。その報告をもって交渉成立の場合は登
　録内容を抹消します。
○「無償」としますので金品の要求などはしないでく
　ださい。万が一、金銭トラブルなどが起きた場合で
　も、取引に関し責任は負いません。
○対象は市内在住の個人としますので事業者や法人
　の利用は固くお断りします。
○登録内容の有効期限は登録した翌月から３カ月とし、
　引き続き登録をしたい場合はその旨ご連絡ください。
※太字は展示品になります。

くらし情報館情報くらし情報館情報

「不用品登録」利用方法
■登録先・問い合わせ
　くらし情報館　　（４７）７３７９
　　管理者　大田原市くらしの会
　　場　所　中央１-２-１４　あらまち蔵屋敷内
　　開館日時  10月５日（水）、９日（日）、15日（土）、19日（水）、
　　　　　　　　 21日（金）、24日（月）、26日（水）、31日（月）、
    　いずれも午前10時から午後３時


